
第１４０９回  京都市教育委員会会議  会議録

１ 日  時  平成３１年３月２８日 木曜日 

開会 １０時００分   閉会 １１時００分 

２ 場  所  教育委員室 

３ 出 席 者  教  育  長      在田 正秀 

委    員      奥野 史子 

委    員      星川 茂一 

委    員      髙乘 秀明

委        員        笹岡  隆甫 

委    員      野口 範子

４ 欠 席 者  なし 

５ 傍 聴 者  ０人 

６ 議事の概要 

（１） 開会  

１０時００分，教育長が開会を宣告。 

（２） 前会会議録の承認 

第１４０８回京都市教育委員会会議の会議録について，教育長及び全委員の承

認が得られた。 

（３） 議事の概要 

ア 議事 

議案７件 

イ 非公開の承認 

     議案１件については，市長の作成する議会の議案に対しての意見の申出及びそ

の他の関係機関と協議等を必要とする事項に関する案件であるため，京都市教育

委員会会議規則に基づき，非公開とすることについて，全委員の承認が得られた。 

ウ 議決事項 



議第５０号 京都市教職員の勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則の制定につ

いて 

（事務局説明 樫木 総務課長）

御審議いただく内容の１つ目は，「教育委員会事務局で勤務する事務職員の時間外労働

の上限規制」についてである。

今回の規則改正の趣旨としては，民間労働法制において，「働き方改革を推進するため

の関係法律の整備に関する法律」が平成３１年４月１日から施行され，時間外勤務時間

数の上限等が設定された。これを受けて，国家公務員や本市の市長部局においても規則

改正により上限設定がなされる中，教育委員会においても，「京都市教職員の給与，勤務

時間等に関する条例」の改正案を２月市会で可決いただいたことから，具体的な時間外

勤務の上限規制等について，教育委員会規則で定めるものである。

今回の規則改正は，教育委員会事務局で勤務する学校事務職員を対象としている。具

体的な規制時間数については，市長部局において規定された内容を，教育委員会も同内

容で適用する。原則の上限は，「１箇月において４５時間」「１年において３６０時間」

となる。

例外として，業務量，業務の実施時期その他の業務の実施に関する事項の調整をあら

かじめ図ったうえで，なお原則の上限時間を超えて時間外勤務を命じる必要があると教

育長が認める職員については，「１箇月において１００時間未満」「１年において７２０

時間」「１箇月～５箇月の複数月の期間において１箇月当たりの平均時間８０時間」「１

箇月において４５時間を超える月数を６箇月」の範囲内で，必要最小限の時間外勤務を

命じることとなる。

更に，「大規模災害への対処その他重要な業務であって速やかに処理することを要する

ものと教育長が認める」業務を，「特例業務」として扱い，本業務に従事する職員に対し

ては，例外の上限を超えて時間外勤務を命ずることができる。

また，この上限を超える場合には，超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし，

かつ，当該職員の健康確保に最大限の配慮をするとともに，６箇月以内に，当該時間外

勤務に係る要因の整理，分析及び検証を行う必要がある。改正の施行日は，平成３１年

４月１日である。

なお，「京都市教職員の給与，勤務時間等に関する条例」において，「正規の勤務時間

を超える勤務をさせる場合におけるその勤務に関し必要な事項は，人事委員会と協議し

て別に定める。」とされていることから，今回の改正内容については，３月２２日に実施

された人事委員会において事前協議を行い，「規則の内容として適切なものである」との

回答を得ている。

また，市長部局については，人事委員会において勤務時間に係る規則の改正が行われ

たところであり，４月の早い段階でより詳細を定めた「運用指針」を策定すると聞いて

いる。教育委員会事務局の行政職の職員や事務職員についても，同様の動きを早々に取



り，上限規制を行ってまいる。

次に，「子の看護のための休務に係る取得日数の拡大」について，説明申し上げる。本

制度は，中学校３年生又は総合支援学校に在学する子を養育する教職員の子どもが病気

で看護が必要な場合や子どもの授業参観などの際に取得できるものである。現行では，

取得日数は，子どもが１人の場合は年間７日，２人の場合は１０日，３人以上の場合は

１１日，４人の場合は１２日と３人以上の場合は人数が１人増えるごとに１日追加され

るようになっている。

今回の改正は，子育て支援の更なる充実を図るため，市長部局において，子どもが３

人以上の場合の日数について，一律１５日に拡大されることにあわせて，教育委員会に

おいも，同内容の改正を行うものである。改正の施行日は，平成３１年４月１日である。

（委員からの主な意見）

【笹岡委員】 文部科学省が本年１月に示した「公立学校の教師の勤務時間の上限に関

するガイドライン」との関係はあるのか。

【事 務 局】 学校事務職員は，ガイドラインの適用外である。なお，ガイドラインの

適用対象である教員については，国の法整備を踏まえて，今後，本市でも

規則等を定めていく。

【笹岡委員】 教育委員会事務局で勤務する学校事務職員の人数と時間外勤務はどの程

度なのか。

【事 務 局】 平成３０年度の在籍者は４名で，２９年度の時間外勤務の月平均は約２

０時間のため，原則の上限の範囲内となる見込みである。

【在田教育長】 平成３１年度は，在籍者が数名増加する予定である。なお，学校現場の

学校事務職員は，３６協定を締結して時間外勤務の制限を定めることにな

り，現在教職員組合と協議中である。

【髙乘委員】 行政職の時間外勤務の制限はあるのか。

【事 務 局】 市長部局で定められた上限が適用される。なお，平成２９年度実績で，

年３６０時間の上限を超えている職員が約３割存在する。

【在田教育長】 今回の改正を機に，業務の必要性を精査し，分担の見直しを検討するな

どの取組を行っていく必要がある。

（議決）

  教育長が，議第５０号 京都市教職員の勤務時間等に関する規則の一部を改正する規

則の制定について，各委員「異議なし」を確認，議決。

議第５１号 京都市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の制定等について



（事務局説明 樫木 総務課長）

本件は，公印規則第３条に規定している特定された用途に限り使用できる「専用公印」

を新調し，事務の効率化を図ろうとするものである。

教育委員会においては，各種イベントや講演会等に関して，主催者からの申請を審査

のうえ，後援名義の使用を許可している。近年，教育委員会に対する後援名義使用の申

請は増加傾向にあり，平成３０年度においては，年間１，０００件以上の申請を受け付

けている。

そのうち，生涯学習部においては，生涯学習という幅広い分野を担当することから，

年間４００件以上の申請を受け付けており，事務が非常に煩雑となっている。

とりわけ，教育委員会から発行する許可書は，教育委員会印を押印のうえ，申請者に

送付しており，生涯学習部においては，職員が公印押印のため，職場である元生祥小学

校から公印を保管している大同生命京都ビルにある総務課まで，約２０分をかけて往復

する必要があり，非常に非効率な状態となっている。

公印規則第３条おいて，特定された用途に限り使用できる「専用公印」を後援名義専

用として新調し，生涯学習部執務室内で保管することで，負担の軽減を図る。

（委員からの主な意見）

特になし。

（議決）

  教育長が，議第５１号 京都市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の制定等に

ついて，各委員「異議なし」を確認，議決。

議第５２号 京都市教育委員会職員証発行規程の一部を改正する規程の制定について

（事務局説明 樫木 総務課長）

  本規程において，職員証の様式を定めているが，過去から様式に元号を記載していた

ところ，この度の元号変更に伴い，元号の記載を削除するという，単純な規定整備のみ

である。

過去は，元号が変わる度に元号を変更していたが，今回は削除する。市長部局におい

ては，過去から元号を記載していない。

（委員からの主な意見）

特になし。

（議決）



  教育長が，議第５２号 京都市教育委員会職員証発行規程の一部を改正する規程の制

定について，各委員「異議なし」を確認，議決。

議第５３号 京都市教職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の制定について

（事務局説明 有澤 教職員人事課長）

今回の改正は，市長部局における給与条例施行細則の改正があり，教職員条例で市長

部局の細則を準用している関係で，必要な規定整備を行うものである。教育委員会とし

て，内容的に影響が出るものではない。

なお，市長部局での改正内容を簡単に説明すると，時間外勤務手当等の算出の基礎と

なる「勤務１時間当たりの給与額」について，従来は，給料の月額と地域手当の合計額

を，月の勤務時間数で割るという計算を行っていたが，改正後は，給料の月額及び地域

手当に加え，改正後は初任給調整手当も含めるという改正である。

ただし，初任給調整手当は，医学や科学技術等に関する高度な専門的知識を必要とす

る職に対して支給される手当であり，市長部局では医療職に支給されているが，教育委

員会において適用職はない。

（委員からの主な意見）

【髙乘委員】 教職員に影響がないのに改正しないといけないのか。

【事 務 局】 規則で読替えを行っている関係で必要となる。

【在田教育長】 初任給調整手当について，医療職の方にどの程度支給されているのか。

【事 務 局】 医療職の給料月額は，民間病院に勤務する医師と比べるとかなり低い水

準であり，人材確保のため，採用されて１５年ほどは月額約３０万円程度

支給される。その後は本給が上がってくることもあり，逓減していく。

（議決）

  教育長が，議第５３号 京都市教職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の制

定について，各委員「異議なし」を確認，議決。

議第５４号 京都市立小学校，中学校，小中学校及び幼稚園の管理運営に関する規則の

一部を改正する規則の制定について 

（事務局説明 諏佐 学校指導課長）

平成３１年度から，全ての小学校・中学校・小中学校において「特別の教科 道徳」が

実施されることに伴い，「京都市立小学校，中学校，小中学校及び幼稚園の管理運営に関



する規則」における「道徳で使用する教材の届出」に関する規定の改正を行うものであ

る。

まず，道徳の教科化についてであるが，平成２７年３月２７日に学習指導要領の一部

改正が告示され，これまでの「道徳の時間」が「特別の教科 道徳」となった。教科化に

あたり，小学校及び中学校で使用する教科書については，教育委員会で審議・採択いた

だき，小学校においては平成３０年４月から日本文教出版「生きる力」を使用しており，

中学校においては，本年４月から東京書籍「新しい道徳」を使用することとしている。

続いて，規則改正内容についてであるが，現行の「道徳の時間」においては，教科書

がないことから，本規則第１４条に基づき，各学校から「道徳の時間」で使用する主た

る教材を「準教科書」として教育委員会に届け出ることとしている。しかし，道徳の教

科化に伴い，本年４月以降は，全ての小学校及び中学校において，教科書を使用するこ

ととなるため，第１４条中の道徳の主たる教材が「準教科書」である旨の文言を削除す

るものである。小学校では，平成３０年度から教科書を使用しているため，現時点で届

出は不要であるが，中学校については，平成３１年４月からの教科書使用であることか

ら，この度，規則改正を行うものである。

（委員からの主な意見）

【星川委員】 準教科書としてどのようなものが使用されてきたのか。また，道徳以外

の教科では，どのような準教科書が使用されているのか。

【事 務 局】現在，小学校の道徳科においては教科書を使用しているが，教材として，

文部科学省の道徳教育用教材「私たちの道徳」や京都市独自の道徳指導資

料集「ゆめいっぱい」も一部使用されている。中学校では，準教科書とし

て，一般図書に加え，「私たちの道徳」等が使用されている。道徳以外の

教科については，現時点で「教科書の発行されていない教科」がないため，

準教科書として使用されているものはない。今後において，例えば，民間

発行者から教科書が発行されないなど，教科書が存在しない事態というこ

とも想定されるため，予備的規定として準教科書に係る規定は変更しない

こととしている。

【髙乘委員】 準教科書と副読本の違いをどのように整理しているのか。道徳のこれま

での教材は準教科書でなくなるが，引き続き，教育委員会に届出する必要

があるのか。

【事 務 局】 副読本は教科書の補助教材という位置付けであり，準教科書は教科書が

ない中で主たる教材として使用するものである。法律により，教材の届出

は必要とされているため，準教科書として使用していた教材を，副読本と

して使用する場合は，引き続き，教育委員会への教材使用届の提出が必要

となる。



（議決）

  教育長が，議第５４号 京都市立小学校，中学校，小中学校及び幼稚園の管理運営に

関する規則の一部を改正する規則の制定について，各委員「異議なし」を確認，議決。

議第５５号 京都市野外活動施設京北山国の家条例施行規則の一部を改正する規則の制

定について 

（事務局説明 加藤 生徒指導課担当課長）

本件について，条例改正に関しては，すでに１月の教育委員会会議で議決いただき，

２月市会において可決されている。今回，条例施行規則について，条例の改正内容のと

おり変更するものである。内容は，別記様式の利用料金欄にある，宿泊室兼研修室及び

会議室の利用時間の４区分について，説明資料のとおり利用時間の切れ目がないように

変更するものである。

なお，参考として挙げている利用料金表は，利用時間区分と合わせて，市会に提案し

た利用料金の改正内容である。

（委員からの主な意見）

【在田教育長】 時間区分に空白があったのはなぜか。

【事 務 局】 旧京北町から本市へ移管されたときからの利用時間区分である。

【在田教育長】 年間の利用者数は，１，０００人程であったか。

【事 務 局】 約１，０００人の利用がある。

（議決）

  教育長が，議第５５号 京都市野外活動施設京北山国の家条例施行規則の一部を改正

する規則の制定について，各委員「異議なし」を確認，議決。

エ 非公開の宣言 

     教育長から，以下の議案１件について，会議を非公開とすることを宣言。 

オ 議決事項 

議第５６号 京北地域小中一貫教育校施設整備工事（校舎・体育館棟等新築工事）請負

契約の変更について 



（事務局説明 俣野 教育環境整備室長）

本件工事については，平成３０年１２月７日付けで市会の議決を得て，松村組・西田工

業特定建設工事共同企業体と締結したところであるが，これから説明する４点について変

更契約を行うこととなった。

１つ目は，埋蔵文化財発掘調査の出土による基礎工法の変更に伴う増額である。

平成３０年４月から新校舎の建築予定地で埋蔵文化財発掘調査を実施したところ，周山

廃寺西堂跡の礎石が出土した。この場所は，一部が新校舎の基礎と重なるため，この遺構

を地中保存する必要が生じた。

周山廃寺は飛鳥時代から奈良時代の遺構として確認されており，その一部は現周山中学

校敷地内に府指定史跡として保存されているが，今回出土した遺構もそれらと同等の価値

があると見られている。そこで，関係課等と協議を行った結果，遺構は地中保存すること

とし，遺構を傷付けることのないよう基礎工法を変更した。現在，学校敷地の北東側に周

山中学校があり，西側にサブグラウンドがあるが，新校舎は西側のサブグラウンドに建設

する計画である。また，東南側には既に京都府によって指定されている史跡がある。資料

の別紙１に示す部分で埋蔵文化財発掘調査を行い，丸で囲まれた箇所から礎石が出土した。

左下の写真が，今回地中保存することになった周山廃寺西堂の礎石であり，右下の写真は

白鳳時代のものとみられる瓦である。

２点目は，工事車両動線の変更に伴う工事費用の増額である。建築予定地の北東の地中

にある防火水槽を迂回するため，工事用通路を拡張して動線を確保する。資料の別紙２で，

平面図上に工事用通路の拡張範囲を示している。工事車両は敷地を回り込んで工事現場に

進入する計画であるが，丸で囲んでいる防火水槽を迂回する形で工事用通路を拡張してい

る。

なお，今回拡張する範囲については，将来土木工事で整備予定の範囲であったため，ほ

ぼ同額が土木工事の請負金額から減額される見込みである。

３点目は，工事中の地盤の崩落を防ぐために擁壁を設ける山留工事の範囲が拡大したこ

とに伴う増額である。対象となるのは，校舎南側の大階段及びエレベータの建設箇所であ

る。エレベータの建設工事中に掘削工事が必要となるが，工事中の安全を確保するために

地盤の崩落を防ぐための仮設の擁壁を高さ６ｍから９ｍに変更する。

４点目は，既存埋設物の解体範囲の変更に伴う減額である。埋蔵文化財発掘調査の際に，

予定より深く掘って調査を行ったことから，過去に建っていた施設の基礎を解体したため，

本建築工事での解体は不要となった。

以上より，３項目の増額要素及び１項目の減額要素の変更に伴い，現在の契約金額  

２７億２，１６０万円から，１，１６６万４，０００円を増額した２７億３，３２６万

４，０００円に契約変更する。

なお，工期についての変更はない。

（委員からの主な意見）



【在田教育長】 地中保存のために埋め戻してしまうと，発掘調査を行った意味がなくな

ってしまうのではないか。

【事 務 局】 他の場所に移し目に見える形で保存することも検討したが，京都府から

現存する位置で保存することが重要であると回答があったため，地中保存

で対応することとなった。

【笹岡委員】 建物基礎の変更というのは，それほど大きく変更するものではなかった

のか。

【事 務 局】 元々はセメントと地盤を撹拌して行う工法であったが，それでは遺構を

傷める可能性があったため，鉄筋コンクリート製の既製杭をまっすぐ打ち

込む工法に変更した。

【在田教育長】 写真に写っている礎石の間に杭を打ち込んでいくということか。

【事 務 局】 そのとおりである。

（議決）

  教育長が，議第５６号 京北地域小中一貫教育校施設整備工事（校舎・体育館棟等新

築工事）請負契約の変更について，各委員「異議なし」を確認，議決。

（４）その他 

    ○教育長から，前会会議以降の主な出来事等について報告 

3 月 20・22 日 楽只小学校（北区），向島南小学校・向島二の丸小学校及び向島

中学校（伏見区）の閉校式 

3 月 22 日 平成３０年度「京都市立学校教育表彰」表彰式 

3 月 26 日 緊急全市校園長会 

○事務局から当面の日程について説明 

（５）閉会 

１１時００分，教育長が閉会を宣告。 

署 名  教育長


